
行政不服審査制度の見直しについて 

 

 

１ 趣旨・経緯 

○ 行政不服審査法は昭和 37 年の制定から約半世紀近くにわたって実質的

な見直しがされておらず、柔軟かつ実効性のある権利利益の救済を図り、行

政の適正な運営を確保するための改革を進める必要がある。これに加え、不

服申立前置についても、国民が救済手続を一層自由に選択できるよう全面的

に見直すなど、行政不服申立制度について幅広く改革する必要がある。 

 

○ このため、行政不服審査法を所管する総務大臣と行政全般の在り方を刷新

する内閣府特命担当大臣（行政刷新）を共同座長とする行政救済制度検討チ

ームが平成 22 年８月末に立ち上げられた（同検討チームの下には、不服申

立前置の見直しについて検討を行う「行政救済制度検討チームＷＧ」が置か

れた。）。 

 

○ 同検討チームにおける議論の結果は、平成 23 年 12 月に「行政救済制度検

討チーム取りまとめ」として取りまとめられた。 

 

 

２ 「行政救済制度検討チーム取りまとめ」の内容 

  別紙を参照。 

 

 

３ 不服申立前置の見直しと労働保険審査官・審査会制度との関係について 

○ 労災保険給付に関する処分は、大量に行われ、それに対する不服事案も多

数に及ぶが、その中で、労働災害に対する迅速公正な保護を行うためには、

不服事案のより公正かつ迅速な処理が必要である。 

 

○ このため、まず労働保険審査官が簡易迅速に審理を行い、労働保険審査会

が合議体により対審構造で再審査を行う二審制を採用するとともに、行政と

司法の機能の調和などの観点から、これらを訴訟に前置している。 

 

○ 労働保険審査官に対する審査請求、労働保険審査会に対する再審査請求を

訴訟に前置することについては、「行政救済制度検討チーム取りまとめ」の

中で、「前置強制とすることに理由がある」とされている一方、「労働保険審



査会に対する再審査請求については（中略）特別審査請求として存置する実

益が認められる。なお、特別審査請求については、原則どおり前置強制を認

めない」とされている。 

 

【「取りまとめ」に沿って審査官・審査会制度を見直した場合のイメージ】 
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